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令和４年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率（理論値） 

の本算定結果の概要について 

 

１ 事業費納付金について 

○ 令和３年１２月末に国から示された確定係数に基づき算定した事業費納付金（以

下「納付金※１」という。）総額（激変緩和措置後）は， 

約５６４億４，７００万円と，前年度の本算定結果（約５４５億１，５００万円）

と比較して約１９億３，２００万円（３．５４％）増加した。 

○ 納付金総額が増加した主な要因は，保険給付費が約２０億円増加することに伴

い，療養給付費等負担金約１６億円が増加となる他，普通調整交付金が約４億 

７千万円，介護納付金国庫負担金約４億円，保険者努力支援交付金（都道府県分）

約４億円などが増加となるものの，前期高齢者交付金が約３２億円の大幅な減と

なったことにより，差し引きの結果，総額では約３億円程度の歳入減が見込まれ

ることによるものである。 

○ 市町村ごとの納付金総額では，２９団体（８２．８６％）が増加，６団体 

（１７．１４％）が減少となった。   

○ 被保険者１人当たりの納付金（激変緩和措置後）は，納付金総額の増加により１

２６，７８１円と，前年度の本算定結果（１２０，０５４円）と比較して 

６，７２７円（５．６０％）増加した。 

○ 市町村ごとの被保険者１人当たりの納付金の伸び率は，３４団体（９７．１４％）

が増加，減少は１団体（２．８６％）であった。 

○ なお，増加している団体のうち，最大の伸び率は８．９１％（９，８５７円）で 

あった。 

資料１－１ 

増減数 増減率
56,447,507,275円  54,515,445,508円  1,932,061,767 3.54%

445,235人  454,088人  ▲ 8,853人 ▲ 1.95%

126,781円  120,054円  6,727 5.60%

増　　加 減　　少

増減数 34団体  1団体  

割　合 97.14% 2.86%

最大 8.91%（9,857円）

国民健康保険事業費納付金の本算定結果

年　　度 令和３年度
対前年度

令和４年度

納 付 金 総 額

対前年度

被 保 険 者 数
被保険者１人当たり納付金

市町村ごとの増減率
（被保険者１人当たり納付金）
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※１）納付金：各市町村が都道府県に納める金額。都道府県の給付費総額から，前期高齢 

者交付金や療養給付費等負担金，保険者努力支援制度（都道府県分）など都 

道府県に交付される公費を控除した額を，被保険者数や所得水準，年齢調整 

後医療費水準等に基づき市町村ごとに按分して算出している。 

 

２ 激変緩和措置の内容について 

○ 制度改革の前後で，被保険者の保険料（税）負担が急激に増加することを回避す

るための仕組みとして，前年度に引き続き激変緩和措置を実施した。 

○ 具体的には，平成２８年度における被保険者１人当たりの納付金相当額と，令和

４年度の１人当たりの納付金を比較して，増加する金額のうち，例えば医療分は，

対令和３年度比で自然増（２．２２％）及びδ（０．５０％）分を除いた金額を

措置している。 

○ その結果，２３団体に対し総額約５億７，８００万円の措置を行っており，前年

度の本算定結果（４団体，総額約６，３００万円）と比較して１９団体 

（４７５．００％），総額ベースでは約５億１，５００万円（８２０．１７％）

の増加となっている。 

○ なお，激変緩和措置の財源については下表のとおりである。激変緩和措置に活用 

する県繰入金３億３千４百万円は，激変緩和措置を実施しない場合には納付金 

全体の引下げ財源として活用するが，そのうち３億３千万円については，下図の 

とおり特例基金（激変緩和分）を取崩し，納付金全体の引下げ財源の減少分を 

補填することとした。 

23団体  4団体  

578,529,211円  62,872,223円  

暫 定 措 置 174,133,000

追 加 激 変 緩 和 69,653,000

計 243,786,000

定 率 分 (1/9) 334,743,211

578,529,211

対前年度

19

515,656,988 820.17%

475.00%

増減率増減数

合　　　計

財　　　源

国の財政支援

県繰入金（１号）

令和３年度

激変緩和措置対象

激変緩和措置額

令和４年度年　　度

優

先

都道府県繰入金の内訳

（保険給付費等の９％）

２号分
（１％）

１
号
分

（
８
％

）

納付金の全体引き下げ分
（７％）

残額
（約７．９億円）

納付金の
全体引き下げ分

特例基金で補填
（３．３億円）

納付金全体の引き下げ財源
（約１１．２億円）

激変緩和措置用
（約１１．２億円）

激変緩和措置用
（１％）

残額
（約７．９億円）

納付金の
全体引き下げ分

激変緩和措置額
（約３．３４億円）
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３ 標準保険料率（理論値）※２について 

 

 ○ 【資料１－２】「令和４年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率（理論 

値）」のとおり。 

※２）標準保険料率（理論値）： 

統一の算定ルールに基づき県が算定する理論値であり，市町村毎の保険料率の 

標準的な水準を表す「市町村標準保険料率」（算定方式：宮城県は３方式）と，県 

内全ての市町村の標準的な水準を表す「都道府県標準保険料率」（算定方式：２方 

式）がある。 

なお，実際の保険料（税）率は，標準保険料率（理論値）を参考として各市町 

村が決定するため，今回の算定結果が実際の保険料（税）率を示すものではない。 

 

４ 令和４年度における各市町村の保険料（税）率の改正に関する検討状況 

（令和４年１月２６日 現在） 

 

○ 令和４年度の国民健康保険料（税）率の改正（子どもに係る国民健康保険料（税）

の均等割額の軽減措置を除く）に関する検討状況の調査を行ったところ，その結果，

「改正する予定」であると回答したのが９団体（２５．７１％），「改正しない予定」

であると回答したのが２３団体（６５．７２％），「現時点では分からない」と回答

したのが３団体（８．５７％）なっている。 

○ 「改正する予定」であると回答した９団体のうち，１団体が引き上げの見込み，

６団体が引き下げの見込み，１団体が据え置きの見込み，残りの１団体は現時点で

は分からないと回答している。 

 

9団体  25.71%

1団体  

6団体  

1団体  

1団体  

23団体  65.72%

3団体  8.57%

（令和４年１月２６日 現在）

改正する予定

引き上げの見込み

改正しない予定

現時点では分からない

引き下げの見込み

据え置きの見込み

現時点では分からない

団体数 割　合

令和４年度における各市町村の国民健康保険料（税）率の改正に関する調査結果


